
●JR総武線「千葉」駅下車、千葉都市モノレール「ちば」駅
　乗り換え「市役所前」駅下車、徒歩約3分
●JR京葉線「千葉みなと」駅下車、徒歩7分

■TEL043-204-6012　■FAX043-204-6013
■E-mail smile@chibakenshakyo.com
〔受付時間〕月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　午前9時～午後5時
〔アクセス〕

千葉県社会福祉センター２F千葉県社会福祉センター２F

こうきょうりょうきん　     い   りょうひ　

し はら　        ぎん こう　

はらいもど

つうちょう　  

たいせつ　 し ょ  るい

やくしょ　          とど　

しょ るい

あい しょう

ふくし　

り  よう

高齢者や障害者の方々が、安心して、笑顔（スマイル）で、
自立した地域生活を送るために必要な支援をします。

こう れい しゃ　 　 しょうがい しゃ　　 かた  がた　        あん しん　                え   がお　

    じ   りつ　            ち   いき せい かつ       おく　                         ひつ よう　       し  えん

こ まこ ま

福祉サービスの

利用のしかたが

わからない

通帳やはんこ、

大切な書類を

よくなくしてしまう

公共料金や医療費の

支払い、銀行などでの

払戻しがうまくできない

役所から届く

書類をどうしたら

いいのかわからない

〔受付時間〕月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
               午前9時～午後5時

E-mail smile@chibakenshakyo.com

ち　 ば　けん　こう  けん    し    えん  せ     ん  た   ー

しゃかいふく し ほうじん　 ち   ば  けんしゃかいふく し きょうぎ かい
千葉県後見支援センター
（社会福祉法人　千葉県社会福祉協議会）
〒260-8508 千葉市中央区千葉港4-3 千葉県社会福祉センター２F

このようなことで困っていませんか？このようなことで困っていませんか？

日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業
にち じょう　せい　かつ　 じ　 りつ　 し　 えん　 じ　 ぎょうにち じょう　せい　かつ　 じ　 りつ　 し　 えん　 じ　 ぎょう



「すまいる」の「すまいる」の

日常生活自立支援事業　ってどんなことをしてくれるの？
に ち 　 じ ょ う 　 せ い 　 か つ 　 じ 　 　り つ 　 　し 　 　 え ん 　 じ 　 　 ぎ ょ う

※「日常生活自立支援事業」は国庫補助金の名称です。
　　社会福祉法第2条には「福祉サービス利用援助事業」として規定されています。

その他、「弁護士・司法書士・社会福祉士紹介サービス」も利用できます。
このサービスは、本事業利用者以外の方も利用できます。

た　　　べん ご　　し　　 し ほう　しょ　し　　しゃかいふく　し　し　しょうかい　　　　　　　　　　　 り よう

　　　　　　　　　　 ほん じぎょう り　ようしゃ い　がい　 かた　　　り　よう

※紹介料無料
しょう かいりょう む りょう



無　料 （むりょう）
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日常生活自立支援事業を利用するまでの流れ日常生活自立支援事業を利用するまでの流れ

有　料 （ゆうりょう）

にち じょう  せい  かつ   じ    りつ    　し   　 えん   じ   ぎょう　 　　　    り   よう　                     　　　　　　　　     なが

そうだん　　　　 　けい やく　　　　　　 　む　りょう　　　　　    けい やく ご　　　　　　　　　　　　　      かい し　

　　　　       り　よう　                                     り　よう りょう　　　　　　　　　　　　　         せい かつ ほ　ご　 せ　たい　　　

む　りょう

り　ようりょう　　　　　し　ちょう そん　　　　　　　 こと　　　　　　　　　　　　　　ちか　　　　 かく し　ちょう そん しゃ かい

ふく　し　きょう ぎ   かい                 と　　　 あ

相 談
そう       だ ん

ちか       しゃ  かい ふく  し  きょう

ぎ  かい しゃきょう　　     こま 

　　　　    

き  がる 　　そう だん 

訪 問
ほう       もん

しゃ   かい    ふく     し   きょう   ぎ     かい

せん  もん  いん　              たく       ほう   もん

　　　　 こま 

                 き

たん  とう　   せい かつ  し   えん いん

　　　　 　　　 せん　もん　いん                     

し   えん けい かく　    もと                   

てい 　き　　てき　   ほう   もん　       　

ひつ  よう　　 おう                ふく    し　　　　　　　　　　

                      り   よう えん　じょ　  　  

よ  ちょ  きん         だ 　　 　い   　　　　　

し　はらい   だい こう

支援の

開始

し     えん 　          

か い   し
支援計画

作成・契約

し   えん け い か く  

さく せ い 　けい やく

　　 ほん にん　  　 き   ぼう　    かく にん　

                                  せん もん いん　     

    し  えん けい かく         つく　

       　　   けい  かく　     　よ

けい  やく

ほん にん　     せい かつじょうきょう　    かく にん　　　　　　　けい  やく　                  ちょう せい　　おこな　      し    えんけい かく　

つく　

　　 かん けい   き   かん　            ちょう せい　　 せい かつ   し    えん  いん　                し   どう　      おこな「専門員」
せん もん いん

「生活支援員」
せい かつ   し  えん いん

ご本人の生活状況の確認をして契約までの調整を行い支援計画

を作ります。

また関係機関との調整や生活支援員への指導も行います。

一定の研修を受けた社協の職員です。

利用者宅を定期的に訪問し、支援を行います。

いっ てい　　 けんしゅう　　 う　　　　 　しゃきょう　 　しょくいん　　　　　　

り　よう しゃ たく　　 てい き てき　　 ほう もん　　　　  し えん　 おこな

社協

利用料
り　ようりょう

相談から契約までは無料です。契約後、サービスを開始してか
らは、利用するごとに利用料がかかります（生活保護世帯は
無料です。）
利用料は、市町村ごとに異なります。お近くの各市町村社会
福祉協議会へお問い合わせください。

お近くの社会福祉協
議会（社協）に、困って
いることがあれば
気軽に相談してくだい。

社協

社会福祉協議会の
専門員がお宅を訪問
し、困っていることな
どをお聞きします。

ご本人の希望を確認
しながら、専門員が
支援計画を作ります。
その計画で良ければ
契約します。

担当の生活支援員
（または専門員）が、
支援計画に基づいて
定期的に訪問し 、
必要に応じた福祉
サービス利用援助や、
預貯金の出し入れ、
支払代行をします。

「契約締結審査会」では、法律、
医療、福祉の分野の専門家が
利用者の契約にあたっての
判断能力の有無、支援内容が
適しているかどうかの審査を
行います。

運営適正化委員会
う ん え い 　て き 　せ い 　 か 　 　い 　 い ん か い

安心して利用して

いただくために

安心して利用して

いただくために

   けい    やく    てい   けつ   しん     さ      かい　                 　 ほう　りつ　

 い りょう  ふく  し　 　  ぶん  や　   　 せん もん  か　

　り   よう  しゃ　     けい  やく

 はん だん のう  　りょく　        う      む　　 　し    えん 　ない よう

てき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　しん    さ          

 おこな　

けい  やく  てい  けつ  し ん    さ    か い

契約締結審査会

　　　　　じ ぎょう　　　　　　 く　じょう　 　たん とう しゃ

がい ぶ　　　 　　　ゆう　しき しゃ　 こう せい　　　　　　　　

うん えい てき せい　か    い   いん かい　　　　　　　　そう だん

く    じょう かい  けつ　        む　                   　ちょう　さ　 じょ げん

とう　　 おこな

この事業への苦情は担当者か
外部 の有識者で構成される
「運営適正化委員会」へご相談
ください。
苦情解決に向けた調査・助言
等を行います。
TEL043-246-0294

がお手伝いします。あなたのまちの
あいしょうあいしょう

（愛称：すまいる）市町村社会福祉協議会市町村社会福祉協議会
し    ちょう   そん   しゃ  かい    ふく     し    きょう    ぎ      かいし    ちょう   そん   しゃ  かい    ふく     し    きょう    ぎ      かい

て       つ だ

あん しん　　　　　 り　 よう
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せ い  ね ん  こ う  け ん  せ い   ど

成年後見制度って、なに？成年後見制度って、なに？
せ い  ね ん  こう   け ん せ い    ど 　             は ん  だ ん  の う  りょく 　      ふ  じ ゅうぶ ん 　                              ざ い   さ ん  し ん  が い 　      う

に ん   げ ん 　                       そ ん  げ ん 　     そ こ                                                                                                 ほ う  り つ  め ん 　        

せ い  か つ  め ん 　       し   え ん 　             み   ぢ か 　       し    く

成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、
人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や
生活面で支援する身近な仕組みです。

      ほん  にん　    はん  だん  のう りょく　                                  しょうらい         はん だん のう りょく

てい    か　        そな　              にん   い     こう  けん  にん　                   ひと　       し    えん

　         ない  よう　                            けい  やく　            こう しょう やく ば　        こう  せい しょう しょ

      さく  せい

       じっ さい　        ほん にん　       はん  だん  のうりょく　       ふ  じゅう ぶん　

             か    てい  さい   ばん  しょ　　 　 せん　にん　　　　　   にん 　い　 こう　けん　かん  とく　にん

             にん　い　　こう　けん 　にん　　　　　　　　 　し　 えん　　 　 う　             せい　 ど

法定後見制度
ほ う   て い    こ う    け ん    せ い    ど

　　 ほん  にん　      はん  だん  のう りょく　      ふ  じゅう  ぶん　     じょう たい　                    ば   あい

　          ほん にん　                  はい  ぐう  しゃ　        よん しん  とう  ない　        しん  ぞく　        し  ちょう

 そん ちょう とう　       もうし　た                                            か     てい さい ばん  しょ　        てき  にん　    

みと　          ひと　     ほん  にん　     し    えん しゃ　  せい  ねん  こう   けん  にん　       ほ    さ    にん　      ほ  じょ  にん　         せん  にん             せい     ど 

                           し    えん  しゃ         かん   とく　               かん  とく   にん        せん  にん

に ん     い    こ う    け ん   せ い     ど

任意後見制度

判断能力が不十分になる前に
はん　だん  のう りょく　        ふ  じゅう ぶん　                        まえ

法
定
後
見
制
度

判断能力の不十分な方が
たとえば…
・家を売りたい
・遺産分割をしたい

判断能力
が不十分
になった
とき

任意後見
監督人選任の
申立て

審査手続

審問
必要に応じて

裁判官が直接事情を
尋ねます

調査
家庭裁判所調査官が
事情を尋ねたり、
問い合わせたりします

鑑定や診断が
行われます。

本人の判断能力について

（別途費用がかかります）

審
　
　
　
　
　
判

監　督
※監督の流れ

成年後見
監督人など

援　助
成
年
後
見
人

な
ど 本

人

身の回りに配慮しながら財産を管理します

成年後見登記
審判内容は戸籍には記載
されません
東京法務局

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

千葉家庭裁判所 千葉市全区・習志野市・市原市・八千代市
市川市・船橋市・浦安市
佐倉市・成田市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・印旛郡
茂原市・勝浦市・いすみ市・長生郡・夷隅郡
松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市
木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市
館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町
銚子市・旭市（旧干潟町を除く）・匝瑳市・東金市・山武市・大網白里市・多古町・山武郡
旭市（旧干潟町のみ）・香取市・神崎町・東庄町

043（333）5321
047（336）3003
043（484）1243
0475（42）3531
047（313）0153
0438（22）3774
0470（22）2273
0479（72）1305
0478（52）3040

千葉県弁護士会（高齢者・障がい者支援センター）
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート千葉県支部
一般社団法人千葉県社会福祉士会　権利擁護センター「ぱあとなあ千葉」
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
千葉県税理士会　成年後見支援センター

043（227）8431（代表）
043（301）7831（代表）
043（238）2866（代表）
043（221）419 2
0 4 3（242）632 3

千葉公証役場  043（224）1408

任意後見
契約
公正証書に
よって行い
ます

申立て

後見／保佐／
補助の開始の
申立て

任
意
後
見
制
度

家庭裁判所

任意後見監督人

任意後見人 成年後見人など

市 川 出 張 所
佐 倉 支 部
一 宮 支 部
松 戸 支 部
木 更 津 支 部
館 山 支 部
八 日 市 場 支 部
佐 原 支 部

1人でするには不安がある
1人ではできない

管 轄 区 域

千葉県後見支援センター

043-204-6012
（社会福祉法人千葉県社会福祉協議会）

■まずは各市町村の相談担当窓口、地域包括支援センター、市町村社会福祉協議会へ
　お問い合わせください。
■申立等、手続きや必要書類については家庭裁判所へ

■成年後見人等を専門職に依頼することを検討している場合や、手続支援の相談は各専門職団体の相談窓口へ

■任意後見契約について

東京法務局民事行政部後見登録課  03（5213）1360

■成年後見登記について

成年後見制度に関する問い合わせ先
せ い   ね ん   こう   け ん   せ い    ど 　         か ん 　              と 　          あ 　                 さ き

1

2 4

東京法務局

公証役場
（公正証書による）

（登　記）

任意後見契約

任意後見人

本　人

判断能力低下後
本人、配偶者、
任意後見受任者
などが申立て

家庭裁判所
3 選任

監督

5 報告

解任
権

任意後見監督人

▲
▲

▲
▲

▲

▲

▲

判
断
能
力

任意後見契約の締結
任意後見の開始

時間の経過

任意後見制度のしくみ
にん   い    こう  けん  せ い ど　　

　本人の判断能力があるうちに将来の判断能力の
低下に備え、任意後見人となる人と支援しても
らう内容について契約し、公証役場で公正証書
を作成しておきます。
　実際に本人の判断能力が不十分になったとき
に、家庭裁判所が選任する任意後見監督人のも
とで任意後見人による支援を受ける制度です。

　本人の判断能力が不十分な状態にある場合
に、本人または配偶者、四親等内の親族や市町
村長等の申立てによって、家庭裁判所が適任と
認める人を本人の支援者　（成年後見人・保佐人・補助人）に選任する制度です。
　また、支援者を監督する監督人が選任されることもあります。

申立類型と判断能力の目安
もうし　　たて 　るい 　  けい　      　　はん  だん  のう 　りょく　       　 め       やす

もうし た  　 　 　て 　 つづ 　  　      な が

しよう！
活用
成年後見制度
生活を支え、財産を守るための
せ い か つ 　  　 さ さ 　     ざ い さ ん 　   ま も

せ い   ね ん  　 こ う  　 け ん  　 せ い  　  ど

か つ 　 よ う

判断能力が不十分になってから
はん だん   のう  りょく　        　 ふ  じゅう ぶん

申立て手続きの流れ

軽度の判断能力の低下　　　　　　補助類型

中度の判断能力の低下　　　　　　保佐類型

重度の判断能力の低下　　　　　　  後見類型



千葉県後見支援センター

JR総武線
千 葉 駅

千葉銀行
本店

至蘇我

千葉市
役所

市
役
所
前
駅

ちば
コミュニティ
センター

至東京
至成田

JR京葉線

京成線
京成千葉駅

千葉都市モノレール

至東京
国道357線

ちばみなと駅

至東京
千葉みなと駅

至蘇我

●JR総武線「千葉」駅下車、千葉都市モノレール「ちば」駅
　乗り換え「市役所前」駅下車、徒歩約3分
●JR京葉線「千葉みなと」駅下車、徒歩7分

■TEL043-204-6012　■FAX043-204-6013
■E-mail smile@chibakenshakyo.com
〔受付時間〕月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　午前9時～午後5時
〔アクセス〕

千葉県社会福祉センター２F千葉県社会福祉センター２F

千
　
葉
　
　
東
　
　
葛
　
　
飾
　
　   

 

印
　
　
　
旛
　
　    

香
　
取

海
匝

043-209-6000
047-452-4161
0436-24-6200
047-483-3021
047-711-1421
047-431-7560
047-368-0349
04-7124-3939
04-7165-1144
04-7159-4735
04-7184-1539
047-444-2231
047-355-5315
0476-27-7755
043-484-0698
043-422-2945
043-443-0748
0476-42-0294
047-492-5713
0476-92-2451
043-496-6635
0476-95-1100
0478-54-4410
0478-72-4031
0479-76-5940
0478-86-4714

山
　
　
　武
　
　
　
長
　
　
　
生
　
　
　夷
　　
隅
　
　
安
　
房
　
　
君
　
津

0479-24-8189
0479-57-5577
0479-67-5200
0475-52-5198
0475-82-7111
0475-72-1995
0475-70-3163
0479-78-0850
0479-80-3611
0475-23-4333
0475-42-3424
0475-44-2514
0475-32-3391
0475-33-5746
0475-30-7200
0475-46-3391
0470-73-6101
0470-87-8857
0470-82-4969
0470-68-6725
0470-24-0294
04-7093-5000
0470-29-3729
0470-50-1174
0438-22-6226
0439-55-0454
0439-87-9611
0438-63-3877

市町村社協　　　電　　　　話 市町村社協　　　電　　　　話

東 金 市
山 武 市
大網白里市
九十九里町
芝 山 町
横芝光町
茂 原 市
一 宮 町
睦 沢 町
長 生 村
白 子 町
長 柄 町
長 南 町
勝 浦 市
いすみ市
大多喜町
御 宿 町
館 山 市
鴨 川 市
南房総市
鋸 南 町
木更津市
君 津 市
富 津 市
袖ケ浦市

千 葉 市
習志 野 市
市 原 市
八千代市
市 川 市
船 橋 市
松 戸 市
野 田 市
柏 市
流 山 市
我孫子市
鎌ケ谷 市
浦 安 市
成 田 市
佐 倉 市
四街道市
八 街 市
印 西 市
白 井 市
富 里 市
酒々井 町
栄 町
香 取 市
神 崎 町
多 古 町
東 庄 町

銚 子 市
旭 市
匝 瑳 市

千葉県後見支援センター
（社会福祉法人　千葉県社会福祉協議会）
〒260-8508 千葉市中央区千葉港4-3 千葉県社会福祉センター２F

(令和4年4月現在)

お住まいのお住まいの
すす

担当いたします。担当いたします。
たん とうたん とう

あいしょうあいしょう

（愛称：すまいる）が市町村社会福祉協議会市町村社会福祉協議会
し    ちょう   そん   しゃ  かい    ふく     し    きょう    ぎ      かいし    ちょう   そん   しゃ  かい    ふく     し    きょう    ぎ      かい


